
11． 提言書 ～（仮称）第６次総合計画策定に向けて～

精華町議会総合計画特別委員会





ははじじめめにに

本町議会では、これまでの間、本町議会基本条例にある「開かれた議会」の役割を果たすべく、「提案を待つ

受け身の議会」から「住民の意見を反映させた積極的な提言ができる議会」へと活性化させるため、町の最高

位の計画である総合計画策定を通じて「長と議会」の二元代表制の実践を重ねてきています。

そこで、今回、令和５年度を初年度とする第６次総合計画の策定に向けて、これからの３０年先を見据えつ

つ、概ね１０年後の精華町のまちのビジョンを描く上で、議会では住民の多様な意思を反映できる機関として責

任をもって議決するため、令和３年９月１日に「総合計画特別委員会（議長を除く１７名で構成）」を設置しまし

た。

その設置目的は、①住民代表機関として、多様な民意を集約したうえで、第５次総合計画の総括とともに、

第６次総合計画に際し提言書を策定するため。②第６次総合計画の提案に対し、審査などを行うためでありま

す。

その目的達成のため、当該特別委員会のなかに、分野ごとの２つの小委員会を設け、各委員による事前の

調査研究を経ての、活発な委員間討議を繰り返し実施していくとともに、当該特別委員会の開催により、各小

委員会の動向を把握し情報共有を図ってきました。

この結果、当該特別委員会のなかで、とりまとめたものを、本「提言書」として、ここに提出します。

精華町長におかれては、この提言書の趣旨内容に関し十分にご理解いただき、第６次総合計画を策定され

ることによって、より良い本町のまちづくりを願うものであります。
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総総論論

節ごとの具体的提言は、後述の通りですが、約１１か月にわたる特別委員会での議論を踏まえ、特

徴的な点を総括的に述べます。

① 日本全体が少子高齢化時代を迎え、大半の自治体では人口減少傾向にある。未来都市精華町とし

て、積極的に人口維持・増加策を講じる必要がある。ハード面では、幹線道路沿いや駅勢圏エリア

の土地用途・建ぺい率などの見直しで、三世代が近居でき、空き家対策を講じること。ソフト面で

は、教育・福祉・医療・介護・子育て施策を充実させ、他の自治体と差別化を図り、「選んでもら

えるまち」になれる環境整備を進めること。

② 学研都市を地元経済の活性化に活用すること。進出企業から受注できる業態の育成、地元雇用の促

進などを進めること。

③ 交通体系の整備として、既存鉄道の充実とけいはんな新線への取組の強化が求められる。道路整備

としては、通過交通を潤滑にさばくとともに、安全性と利便性を軸とした生活道路の整備が求めら

れる。コミュティー交通の多様化にも踏み出すこと。

④ 地域コミュニティーの形成のために、学区ごとの拠点整備と担当職員の配置に踏み切ること。

⑤ デジタル化の推進は、住民の利便性向上と個人情報保護の徹底を軸に進めること。個々住民のデジ

タルリテラシーの向上やデジタルシティズンシップの推進を図ること。

⑥ 防災は、防災施設を過信せず、逃げることで命を守ることを軸とすること。現実的な訓練を重ねる

など、住民参加で実効性のある計画を推進すること。

⑦ 環境重視とともにジェンダー平等などすべての人権が尊重される施策体系にすること。

⑧ 斎場・公営墓地など広域的に対応すべき課題に、積極的に取り組むこと。

⑨ 総合計画の下に各分野の計画があり、具体化されている。ただ、総合計画のサイクルと各種計画の

サイクルがかみあっていない現状がある。両者の整合性を確保するとともに、時々の住民意思であ

る町長・町議会議員選挙のサイクルとの整合性も検討すること。

⑩ 今回の作業のプロセスで部署を越えた連携があれば、さらに効果的に施策が展開できたものがいく

つかあった。今後は、部署間の連携を充実させること。
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第１章 １節 けいはんな学研都市

学研都市の存在意義を発揮し「自立した持続可能なまち」をめざす

１．提言

提言事項 解説

【学研都市の推進】

◇ 自然環境を守り、心のオアシスをめざす。

◇ 「自立」し「持続可能」な学研都市として人

口４万人をめざす。

【企業誘致】

◇ 地域循環型経済を確立するために、誘致企業

と地元既存産業の相互連携を深める。

・ 本町には、神奈備丘陵を里山として古くから

守り通してきた自然環境がある。先進的研究

所や立地企業から、その風景が眺望できる立

地にあり「外を見るだけでも心が和む」と企

業人からの声も寄せられている。一方、住民

にとっては、「学研都市に住んでいても、周

辺の自然環境に癒される」などの声があり、

里山や田園風景を守ること自体が、学研都市

としての存在意義を発揮し「心のオアシス」

として、「住んでみたい」、「住み続けたいま

ち」になる。

・ 幹線道路沿いや駅周辺（祝園、狛田）のゾー

ニングの見直し、規制緩和等を水平展開する

ことと、ソフト面での福祉・子育て支援・教

育の充実等により定住人口の増加と駅周辺の

にぎわいを創出する。なお、自立とは、財政

面だけでなく総合的な自立を意味している。

・ 既存産業の発展と連携をとれる企業を誘致す

る。また、誘致企業と地元既存産業の事業所

との交流の機会をつくり、町や商工会のイニ

シアチブで相互連携を図る。さらに、誘致企

業での地元雇用の拡充を図る。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇住民アンケート調査結果から

○ 「精華町の魅力・自慢できること」

トップ３：①「自然が多く緑豊か」 ％ ②「学研都市らしさ」 ％ ③「景観や街並みがきれ
い」 ％

○ 「将来の発展に最も必要なもの」

トップ３：①「公共交通の充実」 ％ ②「商業・サービス業の充実」 ％

③「町内へのさらなる企業誘致」 ％

◇精華町次期総合計画策定に係る有識者ヒアリング報告書

◇次期総合計画人口推計調査結果報告書（令和 年 月 日、特別委員会報告 ）

めざす

まちの

方向性

総総論論

節ごとの具体的提言は、後述の通りですが、約１１か月にわたる特別委員会での議論を踏まえ、特

徴的な点を総括的に述べます。

① 日本全体が少子高齢化時代を迎え、大半の自治体では人口減少傾向にある。未来都市精華町とし

て、積極的に人口維持・増加策を講じる必要がある。ハード面では、幹線道路沿いや駅勢圏エリア

の土地用途・建ぺい率などの見直しで、三世代が近居でき、空き家対策を講じること。ソフト面で

は、教育・福祉・医療・介護・子育て施策を充実させ、他の自治体と差別化を図り、「選んでもら

えるまち」になれる環境整備を進めること。

② 学研都市を地元経済の活性化に活用すること。進出企業から受注できる業態の育成、地元雇用の促

進などを進めること。

③ 交通体系の整備として、既存鉄道の充実とけいはんな新線への取組の強化が求められる。道路整備

としては、通過交通を潤滑にさばくとともに、安全性と利便性を軸とした生活道路の整備が求めら

れる。コミュティー交通の多様化にも踏み出すこと。

④ 地域コミュニティーの形成のために、学区ごとの拠点整備と担当職員の配置に踏み切ること。

⑤ デジタル化の推進は、住民の利便性向上と個人情報保護の徹底を軸に進めること。個々住民のデジ

タルリテラシーの向上やデジタルシティズンシップの推進を図ること。

⑥ 防災は、防災施設を過信せず、逃げることで命を守ることを軸とすること。現実的な訓練を重ねる

など、住民参加で実効性のある計画を推進すること。

⑦ 環境重視とともにジェンダー平等などすべての人権が尊重される施策体系にすること。

⑧ 斎場・公営墓地など広域的に対応すべき課題に、積極的に取り組むこと。

⑨ 総合計画の下に各分野の計画があり、具体化されている。ただ、総合計画のサイクルと各種計画の

サイクルがかみあっていない現状がある。両者の整合性を確保するとともに、時々の住民意思であ

る町長・町議会議員選挙のサイクルとの整合性も検討すること。

⑩ 今回の作業のプロセスで部署を越えた連携があれば、さらに効果的に施策が展開できたものがいく

つかあった。今後は、部署間の連携を充実させること。
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第１章 ２節 産業

企業誘致の促進と合わせ、地域循環型地域経済の構築をめざす

１．提言

提言事項 解説
【産業】

◇ 企業誘致の促進とともに、農地を良好に保全

し後継者育成策を講じ観光策につなげる。

【商工・サービス業】

◇ 住宅耐震改修や住宅建設など住民要望と結び

つけて、経済の町内循環をめざす。

【観光】

◇ 現存する観光資源（寺社仏閣・伝統行事・ま

ちなみ）などを守るとともに、情報を一元化

し、多様なツールを活用し発信する。

・ 農産物加工施設を充実する。大規模商業施設

で販売ルートを確保するとともに、山手幹線

沿いに「道の駅」をつくり、観光宣伝と結び

付けた農産物販売を行う。農業用水路と排水

路の整備を進める。さらに、後継者を育成す

るために、支援制度の年齢要件を廃止するな

ど町独自の様々な育成策を図る。

・ 住宅耐震改修補助や太陽光発電補助などの助

成制度の拡充によって、改修・建設する住民

への支援と町内事業者の支援の両方の要望に

応える。

・ “せいか舎”で発信している情報と商工、観

光関連情報を、一体的な観光資源として活用

する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇施策の各指標一覧

○研究開発型産業施設立地数（誘致企業数）（ ）： （令和 年）徐々に増加。

○研究開発型産業施設地元雇用者数（ ）： 人（令和 年）まだまだ少ない。

○農産物直売所の年間販売額（ ）：年ごとに減少。

○学校給食への食材提供量（ ）：〃減少。

○住宅耐震化率（ ）： ％（令和 年）：未耐震住宅が約 ％存在する。

○町営住宅耐震化率（ ）： ％：約 ％が未耐震。

◇精華町次期総合計画策定に係る有識者ヒアリング報告書

めざす

まちの

方向性
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第１章 ３節 まちなみ

歴史と文化、豊かな自然環境を守り生かしたまちづくり

１．提言

提言事項 解説

【市街地形成】

◇里山の景観や動植物の生息を守り、農産物の

生産の場であるとともに、自然のダムの役割

をも果たす農地を保全する。

◇親水空間の整備を図り、住民の憩いの場とし

て利用しやすくする。

【まちなみ】

◇豊かな歴史的文化財の保全を図るとともに観

光資源の情報の一体化により情報発信する。

・里山・竹林整備に「京都府豊かな森を育てる

府民税市町村交付金」などを積極的に活用す

る。農地保全については、生き物調査、環境

保全活動、農業農村整備における生態系調査

など多様な国の補助金制度も活用する。

・川やため池は渡り鳥や魚などの生息地とし

て、また、都市公園などは住民の憩いの場と

して、重要な役割を果たす。こうした親水空

間や公園を整備する。

・ははその森や古代の寺社仏閣などは歴史を学

び、観光資源としても貴重な宝庫である。京

都や奈良を訪れた観光客にもぶらりと散策し

てもらえる隠れた文化財でもある。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇施策の各指標一覧

○精華町の景観に満足している人の割合（ ）： ％（令和 年）多数

○住民 名あたりの都市公園面積（ ）：約 ㎡比較的広い面積

○平和祭典参加者数（ ）：平和を学びたい多くの住民の存在

○農水省ＨＰ環境省ＨＰ

◇精華町次期総合計画策定に係る有識者ヒアリング報告書

めざす

まちの

方向性

第１章 ２節 産業

企業誘致の促進と合わせ、地域循環型地域経済の構築をめざす

１．提言

提言事項 解説
【産業】

◇ 企業誘致の促進とともに、農地を良好に保全

し後継者育成策を講じ観光策につなげる。

【商工・サービス業】

◇ 住宅耐震改修や住宅建設など住民要望と結び

つけて、経済の町内循環をめざす。

【観光】

◇ 現存する観光資源（寺社仏閣・伝統行事・ま

ちなみ）などを守るとともに、情報を一元化

し、多様なツールを活用し発信する。

・ 農産物加工施設を充実する。大規模商業施設

で販売ルートを確保するとともに、山手幹線

沿いに「道の駅」をつくり、観光宣伝と結び

付けた農産物販売を行う。農業用水路と排水

路の整備を進める。さらに、後継者を育成す

るために、支援制度の年齢要件を廃止するな

ど町独自の様々な育成策を図る。

・ 住宅耐震改修補助や太陽光発電補助などの助

成制度の拡充によって、改修・建設する住民

への支援と町内事業者の支援の両方の要望に

応える。

・ “せいか舎”で発信している情報と商工、観

光関連情報を、一体的な観光資源として活用

する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇施策の各指標一覧

○研究開発型産業施設立地数（誘致企業数）（ ）： （令和 年）徐々に増加。

○研究開発型産業施設地元雇用者数（ ）： 人（令和 年）まだまだ少ない。

○農産物直売所の年間販売額（ ）：年ごとに減少。

○学校給食への食材提供量（ ）：〃減少。

○住宅耐震化率（ ）： ％（令和 年）：未耐震住宅が約 ％存在する。

○町営住宅耐震化率（ ）： ％：約 ％が未耐震。

◇精華町次期総合計画策定に係る有識者ヒアリング報告書

めざす

まちの

方向性
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第１章 ４節 道路・公共交通

公共交通網の整備を図り、自立した活気あるまちづくりをめ

ざす

１．提言

提言事項 解説

【道路】

◇次の生活道路を整備する。

①祝園の東西を結ぶ道路を拡幅する。

②国道１６３号を拡幅し、柘榴東畑線の朝夕の

渋滞を解消する。

③既存学研企業が待望するけいはんな新線の促

進を図る。

④山手幹線の延長と生活道路を結合させる。

【公共交通】

◇近鉄狛田駅、ＪＲ下狛駅、近鉄山田川駅、Ｊ

Ｒ祝園駅とその周辺のバリアフリー化を進め

ることと合わせて、各々の玄関口として、住

民の利便性を向上させる。

◇公共交通網の見直しを進め、高齢化社会等に

対応できる整備を進める。

①町の東西を結ぶ地域循環の交通網などを推進

する。

②国道１６３号拡幅や京奈和自動車道の４車線

化、山手幹線の延伸、精華大通りの延伸など

主要な道路による利便性の向上を図る。同時

に、それらを生活道路と結合する。

③けいはんな新線促進による脱炭素化の交通手

段を確保する。

④山手幹線の南通により、山田、桜が丘地域と

の一体感を醸成し、利便性向上を図る。

・減便や駅員不在時間解消など不便解消を図る

ため、事業所に要望する。

・狛田東・西地区開発に見合う狛田駅周辺と駅

整備。

・町内の交通弱者の足を確保するため、コミュ

ニティーバスとデマンドバスの条件に応じた

併用を検討する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇各種指標

○精華くるりんバス一日あたりの乗降客数（ ）：約 人：大きな役割。

○公共交通に対する満足度（ ）： ％（令和 年）：しかし、満足度は低い。

◇武蔵野市ＨＰ地域公共交通網形成計画

◇精華町次期総合計画策定に係る有識者ヒアリング報告書

めざす

まちの

方向性
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第１章 ５節 住環境

上下水道の計画的整備と住環境整備を進める

１．提言

提言事項 解説

【上水道】

◇良質で豊かな水資源を「地下水保全条例」制

定で守り、地下水の利活用を進める。

○水道管の更新は計画的に進める。

○住民の費用負担の軽減のために経営改善に努

める。

【下水道】

◇下水道未整備地域を解消する。

【住宅】

◇空き家対策として、空家バンク制度などに取

り組む。

◇老朽住宅の耐震化を住宅改修制度創設するこ

とで進めやすくする。

◇未耐震の町営住宅の耐震化と建て替えを進め

る。

・良質な地下水の活用を含め、安全で安心な水

道水の安定供給に努める。

・下水道整備の１００％をめざし、計画的に進

める。

・高齢化に伴い空き家の増加が予想される。交

通の便を生かし、また、子育て環境の充実や

空き家紹介などで若い世代の居住を増やす施

策に早期に取り組む。

・大地震に備えて、未耐震住宅約２０００戸の

耐震化を促進する。そのために、住宅改修補

助制度の改善に努める。

・町営住宅の耐震化は早期に進め、安全・安心

な住環境として整備する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇各種指標

○上下水道精華町町勢要覧「資料編」第 章「上下水道」

○住宅流入人口を増やす参考例：流山市、上士幌町（かみしほろちょう）

◇精華町水道ビジョン

◇京都水道グランドデザイン

◇精華町次期総合計画策定に係る有識者ヒアリング報告書

めざす

まちの

方向性

第１章 ４節 道路・公共交通

公共交通網の整備を図り、自立した活気あるまちづくりをめ

ざす

１．提言

提言事項 解説

【道路】

◇次の生活道路を整備する。

①祝園の東西を結ぶ道路を拡幅する。

②国道１６３号を拡幅し、柘榴東畑線の朝夕の

渋滞を解消する。

③既存学研企業が待望するけいはんな新線の促

進を図る。

④山手幹線の延長と生活道路を結合させる。

【公共交通】

◇近鉄狛田駅、ＪＲ下狛駅、近鉄山田川駅、Ｊ

Ｒ祝園駅とその周辺のバリアフリー化を進め

ることと合わせて、各々の玄関口として、住

民の利便性を向上させる。

◇公共交通網の見直しを進め、高齢化社会等に

対応できる整備を進める。

①町の東西を結ぶ地域循環の交通網などを推進

する。

②国道１６３号拡幅や京奈和自動車道の４車線

化、山手幹線の延伸、精華大通りの延伸など

主要な道路による利便性の向上を図る。同時

に、それらを生活道路と結合する。

③けいはんな新線促進による脱炭素化の交通手

段を確保する。

④山手幹線の南通により、山田、桜が丘地域と

の一体感を醸成し、利便性向上を図る。

・減便や駅員不在時間解消など不便解消を図る

ため、事業所に要望する。

・狛田東・西地区開発に見合う狛田駅周辺と駅

整備。

・町内の交通弱者の足を確保するため、コミュ

ニティーバスとデマンドバスの条件に応じた

併用を検討する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇各種指標

○精華くるりんバス一日あたりの乗降客数（ ）：約 人：大きな役割。

○公共交通に対する満足度（ ）： ％（令和 年）：しかし、満足度は低い。

◇武蔵野市ＨＰ地域公共交通網形成計画

◇精華町次期総合計画策定に係る有識者ヒアリング報告書

めざす

まちの

方向性
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第２章 １節 健康・医療

健康づくりと安心して医療を受けられる医療体制の充実で健康で明るい

元気なまち

１．提言

提言事項 解説

【精華病院（指定管理）】

◇診療科目を充実させる。

◇老朽化していることもあり、移転や他の医療

機関との統合・一体的な運営、さらには完全

民営化も検討する必要がある。

◇山城南医療圏による広域での検討を進めるべ

き。

【休日診療所】

◇分かりやすく、利用しやすい場所への移転を

検討する。

【（仮称）健康総合拠点センター、むくのきセンター】

◇健康づくりの観点から、憩い、サロン的なコミ

ュニケーションが図れる施設機能を充実させ

る。

【啓発】

◇健康増進の意識向上のための啓発を強化する。

【支援制度】

◇リモート診療体制整備。

◇子育て保育、教育、健康づくり、ごみなど生

活様式などの情報提供に一体的なアプリの充

実を図ること。

◇乳幼児医療助成制度の１８歳まで拡充を。

◇発達障害児・者の切れ目ない療育や就労支援

までの充実に努めること。

【墓地・斎場の問題】

◇共同墓地などの施設の検討を進めるべき。

◇斎場建設については、役割分担も含め、早期

に広域整備（木津川市と）の議論を進めるこ

と。

・統計上も、町外・圏外の患者によって経営をし

のいでいる。本来は、町内での医療提供が求め

られる。

・老朽化と現在の病床規模での安定的な経営は困

難である。

・本町単独での取組が困難であり、医療圏全体で

検討を進めるべきである。

・場所的にわかりにくい位置にあるため、移転も

含め検討する。

・健康拠点として、乳幼児健診、成人健診、がん

検診など受診率向上、予防接種の促進や早期発

見・治療につながる機能の充実や相談体制整備

が求められている。

・住民の半分は、せいか３６５の健康づくり制度

を知らない。意識向上のための周知と参加しや

すい、きっかけや仕掛けづくりの充実が必要で

ある。

・ウオーキングコースマップの充実を図る。

・デジタル社会に対応したシステムや環境整備、

相談体制の充実が求められる。

・同上

・子育て支援策で、他市町より選ばれる条件整備

が必要である。

・成長、発達を保障する仕組みが必要である。

・近隣で墓地が確保できないという住民の声が多

い。

・高齢化社会で亡くなる方が多く、斎場利用の待

機を余儀なくされることがある。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇せいか住民アンケート意見集約 ◇山城南医療圏医療機関の現状◇山形県米沢市ＨＰ（ウオーキン

グコースマップ）◇スポーツ庁「官民連携プロジェクト」内（ウォーキングコースマップ）

めざす

まちの

方向性
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第２章 ２節 児童福祉

「子どもを守る宣言」のまちとして、若い世代に魅力ある、

子育て日本一をめざすまち

１．提言

提言事項 解説

【施設整備】

（保育、幼稚園、学校、児童相談所）

（ハード・ソフト面）

◇保護者の生活条件に見合った保育制度の充実

を推進する。

◇駅近辺に保育所の設置。

◇認定こども園の設置。

◇病児・病後児保育、ファミリーサポートなど

の特別保育の充実と人材確保。

◇民間施設を活用した保育や居場所の整備を進

める。

◇相談しやすい保育所。

【経済的支援】

◇医療費・保育料の軽減、学童保育料の軽減策

の拡充。

◇奨学金制度の負担軽減策を図る。

【地域支援】

◇既存地域との交流の居場所整備。

◇地域ぐるみで子育て、コミュニケーションを

育てる仕組み体制整備、人材育成。

・総論として、在宅保育の充実や働き方が多様

化している。子育て相談支援や希望した保育

所に入所など、保護者のニーズに合った利便

性の高い保育所の充実が求められている。具

体的には、兄弟姉妹が同じ保育所に入所でき

る制度、夜間や週末に勤務する人の増加が想

定されるため、保育時間・曜日の拡充などが

求められる。

・兄弟姉妹を別々で送迎するため、時間がかか

る。拠点保育所から他の保育所へ送迎する施

設整備が必要（流山市事例）

・多様な保育ニーズの受け皿として対応すべき

で、幼児教育と保育の併用機能の保育所も選

択肢の一つとして求められている。

・親が勤務中に急に保育所にお迎えに行かなく

ても対応できる環境整備が必要。

・支援する側の人材不足の課題がある。

・一時預かりなど多様な保育形態の拡充を進め

る必要がある。

・子育ての悩みなどを率直かつ気兼ねなく相談

できる環境強化が求められる。

・子育ては、社会全体で担うべきものであり、

個人負担を軽減する必要がある。

・子育て支援の対象は１８歳までであるが、経

済格差に関係なく、誰もが学べる環境づくり

の観点から、大学生までを対象に支援が必要

である。

・地域の希薄化、核家族化等から孤独・孤立を

防ぐ施策が重要である。

・同上

めざす

まちの

方向性

第２章 １節 健康・医療

健康づくりと安心して医療を受けられる医療体制の充実で健康で明るい

元気なまち

１．提言

提言事項 解説

【精華病院（指定管理）】

◇診療科目を充実させる。

◇老朽化していることもあり、移転や他の医療

機関との統合・一体的な運営、さらには完全

民営化も検討する必要がある。

◇山城南医療圏による広域での検討を進めるべ

き。

【休日診療所】

◇分かりやすく、利用しやすい場所への移転を

検討する。

【（仮称）健康総合拠点センター、むくのきセンター】

◇健康づくりの観点から、憩い、サロン的なコミ

ュニケーションが図れる施設機能を充実させ

る。

【啓発】

◇健康増進の意識向上のための啓発を強化する。

【支援制度】

◇リモート診療体制整備。

◇子育て保育、教育、健康づくり、ごみなど生

活様式などの情報提供に一体的なアプリの充

実を図ること。

◇乳幼児医療助成制度の１８歳まで拡充を。

◇発達障害児・者の切れ目ない療育や就労支援

までの充実に努めること。

【墓地・斎場の問題】

◇共同墓地などの施設の検討を進めるべき。

◇斎場建設については、役割分担も含め、早期

に広域整備（木津川市と）の議論を進めるこ

と。

・統計上も、町外・圏外の患者によって経営をし

のいでいる。本来は、町内での医療提供が求め

られる。

・老朽化と現在の病床規模での安定的な経営は困

難である。

・本町単独での取組が困難であり、医療圏全体で

検討を進めるべきである。

・場所的にわかりにくい位置にあるため、移転も

含め検討する。

・健康拠点として、乳幼児健診、成人健診、がん

検診など受診率向上、予防接種の促進や早期発

見・治療につながる機能の充実や相談体制整備

が求められている。

・住民の半分は、せいか３６５の健康づくり制度

を知らない。意識向上のための周知と参加しや

すい、きっかけや仕掛けづくりの充実が必要で

ある。

・ウオーキングコースマップの充実を図る。

・デジタル社会に対応したシステムや環境整備、

相談体制の充実が求められる。

・同上

・子育て支援策で、他市町より選ばれる条件整備

が必要である。

・成長、発達を保障する仕組みが必要である。

・近隣で墓地が確保できないという住民の声が多

い。

・高齢化社会で亡くなる方が多く、斎場利用の待

機を余儀なくされることがある。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇せいか住民アンケート意見集約 ◇山城南医療圏医療機関の現状◇山形県米沢市ＨＰ（ウオーキン

グコースマップ）◇スポーツ庁「官民連携プロジェクト」内（ウォーキングコースマップ）

めざす

まちの

方向性
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◇子どもの成長発達を保障する環境整備を進め

る。

【親支援】

（相談、就労、住宅）

◇相談しやすい環境整備の充実。

◇ＩＣＴを活用した、サービス支援制度や公共

施設に無料Ｗｉ‐Ｆｉなどの情報配信の整

備。

【不妊・妊娠～出産、健診、予防接種、虐待防止】

◇安心して生み育てられる相談体制整備の充実。

◇産前産後のケア、ヘルパー事業の充実。

◇（仮称）健康総合拠点センターに、子育て包

括支援、コーディネーター設置などで、機能

を強化する。

・ヤングケアラー問題など、子どもたちが学び

成長する条件を妨げている要素を、なくすこ

とが必要である。

・昼間働いている保護者が今後も、増加してい

く中で、様々な支援などの情報提供が隅々ま

で届けられる環境整備が求められる。

・スマホ時代に応じた情報提供が求められる。

また、貧困・就労対策としても、無料で２４

時間利用できるＷｉ－Ｆｉ環境を整備する必

要がある。

・妊娠前から切れ目のない子育て支援の充実や

相談担当員の人材育成が重要である。

・虐待、孤立化を未然に防ぐ対策が求められ

る。

・これからの時代に不可欠である。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇精華町児童育成計画、精華町子ども・子育て支援事業計画（令和 年度版）

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇流山市ＨＰ子育て支援課
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第２章 ３節 高齢・障害福祉

住み慣れた地域で自分らしく、安心して生活を続けられるまち

１．提言

提言事項 解説

【独居、老々介護】

◇家屋の建ぺい率の緩和策の検討を進める。

【高齢者のコミュニティー参加】

◇高齢者の雇用を推進する。

◇シルバー人材センターの職種の拡大。

【障害者の地域生活、就労支援】

◇グループホームの整備。

◇雇用職種の拡大や受け入れ施設の整備。

◇成年後見人制度の促進。

【介護予防】

◇地域各種団体の担い手育成。

◇共食の場づくり。（食育の観点から学校給食な

ど活用）

【介護支援】

◇介護職の処遇改善や支援体制整備

◇ＡＩロボットなど先進技術も活用した介護環

境整備。

・全体として、医療、介護、介護予防、住ま

い、生活支援を切れ目なく提供できる支援の

充実や体制整備が求められている。

・独居、老々介護、空き家増加の課題に、２世

帯住宅、３世代同居、近居に住む住宅への支

援策を検討する必要がある。

・生きがいをもって暮らせるための就労や居場

所の確保が求められている。

・知識、経験を生かした雇用の促進が重要。

・多様な需要に対応する必要がある。

・家族、親なき後の自立できる住まいや就労の

確保を図る必要がある。

・同上

・成年後見人制度の利用者が少ない。

・財産管理・権利が守られ、安心して生活がで

きる環境整備が求められている。

・高齢化でスタッフ不足、継続的に運営できる

人材の確保が必要。

・世代間交流のコミュニケーションや居場所づ

くりが、フレイル予防や認知症予防などの取

組につながる。

・離職せずに、介護できる環境整備や人材確保

が求められている。

・他の職種に比べ賃金が低い。改善の努力が求

められる。

・将来、人材不足が想定される。

・日常会話不足が認知症などの要因にもなる。

様々な場所で、お話ロボットなど先進技術も

導入し、コミュニケーション力の向上で介護

予防につながる。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

めざす

まちの

方向性

◇子どもの成長発達を保障する環境整備を進め

る。

【親支援】

（相談、就労、住宅）

◇相談しやすい環境整備の充実。

◇ＩＣＴを活用した、サービス支援制度や公共

施設に無料Ｗｉ‐Ｆｉなどの情報配信の整

備。

【不妊・妊娠～出産、健診、予防接種、虐待防止】

◇安心して生み育てられる相談体制整備の充実。

◇産前産後のケア、ヘルパー事業の充実。

◇（仮称）健康総合拠点センターに、子育て包

括支援、コーディネーター設置などで、機能

を強化する。

・ヤングケアラー問題など、子どもたちが学び

成長する条件を妨げている要素を、なくすこ

とが必要である。

・昼間働いている保護者が今後も、増加してい

く中で、様々な支援などの情報提供が隅々ま

で届けられる環境整備が求められる。

・スマホ時代に応じた情報提供が求められる。

また、貧困・就労対策としても、無料で２４

時間利用できるＷｉ－Ｆｉ環境を整備する必

要がある。

・妊娠前から切れ目のない子育て支援の充実や

相談担当員の人材育成が重要である。

・虐待、孤立化を未然に防ぐ対策が求められ

る。

・これからの時代に不可欠である。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇精華町児童育成計画、精華町子ども・子育て支援事業計画（令和 年度版）

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇流山市ＨＰ子育て支援課
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第２章 ４節 コミュニティー・地域福祉（地域福祉）

地域共生社会の実現に向け、地域の中で互いに認め合い、支

え合い、いきいきと暮らせるまち

１．提言

提言事項 解説

【福祉人材の確保】

◇支える側の地域住民を養成する仕組みを充実

させる。

◇ボランティアコーデネータを質・量ともに強

化する。

◇地域の人材の掘り起こし

【地域担当制の設置】

◇全庁職員を、いずれかの地域を担当する制度

の創設。

【福祉コミュニティーの形成】

◇地域の伝統・文化を継承する担い手を意識的

に育成する。

◇地域の人材育成の仕組みづくり体制が必要。

【地域共生まちづくりの支援策】

◇制度に当てはまらない人へのＩＣＴデジタル

化を活用した相談・支援体制の充実。

◇移動・外出支援の充実。（デマンド式など）

【経済的支援】

◇社会的援助を必要とする家庭の支援制度の充

実。

・社会的孤立化を防止するためには、専門的サ

ービス提供だけで解決できない。地域におい

てのつながりづくりや「お互いさま」的な簡

易なサービス提供のためには、その人材育成

が必要である。

・地域に存在する人材を、必要なタイミングで

必要なところにマッチングする機能は、まだ

まだ弱い。さらに、ボランティア活動の方向

性を適切にサポートする機能の強化が必要で

ある。

・上記の活動を通して、地域における各分野の

人材育成と掘り起こしを進める。

・異動に関わらず、継続的に特定地域を担当す

ることで、人的関係性を育み、まちづくり・

災害時などにスムーズに対応できるようにす

る。

・放置すれば、廃れるのは明白であり、意識的

継承の取組は必須である。

・「お互いさま精神」で支え合うことが、災害時

の要配慮者支援や日常的な地域での見守りが

でき、そのことが、相談・支援体制の充実に

つながる。

・様々な課題解決には、きめ細かな寄り添った

支援体制が必要。

・孤立やひきこもり予防、健康づくりの観点か

らも、外出しやすい環境整備が必要。

・複雑多様化した、家庭への経済的支援が必要

である。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇町地域福祉計画

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇高知県黒潮町ＨＰ、習志野市ＨＰなど（協働の町づくり、地区担当制など）

めざす

まちの

方向性
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第２章 ４節 コミュニティー・地域福祉（コミュニティー）

人と人とのふれあいを大切に、みんなでつくる人にやさしい

まち

１．提言

提言事項 解説

【コミュニティー】

◇自治会を基盤にした小学校区単位の地域コミ

ュニティー組織を確立させる。

◇「校区コミュニティー」の確立のため、行政

は活動拠点整備や組織協働体づくりに関わる

「地域担当職員」の配置など行政の関わり支

援が必要。

・自治会役員の負担軽減等の小手先の対策では

なく、行政側から抜本的な方針・対策を示す

必要がある。

・地域コミュニティーが抱えるそれぞれの課題

に取り組む行政の地域担当職員も課題共有し

ながら解決に向け支援する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇行政区世帯数及び自治会加入世帯数 年間の推移（総務事業常任委員会）

◇集会所一覧表供用開始順建築年数（総務事業常任委員会）

◇高浜市ＨＰと取り組み（自治会ＰＲと啓発）

◇枚方市リモート研修（自治会組織から校区コミュニティーへ）

めざす

まちの

方向性

第２章 ４節 コミュニティー・地域福祉（地域福祉）

地域共生社会の実現に向け、地域の中で互いに認め合い、支

え合い、いきいきと暮らせるまち

１．提言

提言事項 解説

【福祉人材の確保】

◇支える側の地域住民を養成する仕組みを充実

させる。

◇ボランティアコーデネータを質・量ともに強

化する。

◇地域の人材の掘り起こし

【地域担当制の設置】

◇全庁職員を、いずれかの地域を担当する制度

の創設。

【福祉コミュニティーの形成】

◇地域の伝統・文化を継承する担い手を意識的

に育成する。

◇地域の人材育成の仕組みづくり体制が必要。

【地域共生まちづくりの支援策】

◇制度に当てはまらない人へのＩＣＴデジタル

化を活用した相談・支援体制の充実。

◇移動・外出支援の充実。（デマンド式など）

【経済的支援】

◇社会的援助を必要とする家庭の支援制度の充

実。

・社会的孤立化を防止するためには、専門的サ

ービス提供だけで解決できない。地域におい

てのつながりづくりや「お互いさま」的な簡

易なサービス提供のためには、その人材育成

が必要である。

・地域に存在する人材を、必要なタイミングで

必要なところにマッチングする機能は、まだ

まだ弱い。さらに、ボランティア活動の方向

性を適切にサポートする機能の強化が必要で

ある。

・上記の活動を通して、地域における各分野の

人材育成と掘り起こしを進める。

・異動に関わらず、継続的に特定地域を担当す

ることで、人的関係性を育み、まちづくり・

災害時などにスムーズに対応できるようにす

る。

・放置すれば、廃れるのは明白であり、意識的

継承の取組は必須である。

・「お互いさま精神」で支え合うことが、災害時

の要配慮者支援や日常的な地域での見守りが

でき、そのことが、相談・支援体制の充実に

つながる。

・様々な課題解決には、きめ細かな寄り添った

支援体制が必要。

・孤立やひきこもり予防、健康づくりの観点か

らも、外出しやすい環境整備が必要。

・複雑多様化した、家庭への経済的支援が必要

である。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇町地域福祉計画

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇高知県黒潮町ＨＰ、習志野市ＨＰなど（協働の町づくり、地区担当制など）

めざす

まちの

方向性
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第２章 ５節 防災・交通安全

防災・減災を推進し災害に強く、交通安全・防犯対策が充実

した安心・安全なまち

１．提言

提言事項 解説

【地域防災・消防】

◇各地区のコミュニティー（自治会、自主防災

組織、隣組他）が、いざという時にしっかり

機能する実効性のある防災意識を高める。

【浸水対策】

◇雨水排水路の能力向上及び浸水地域の地上げ

など対策が必要。

【交通安全・防犯】

◇犯罪対策面において、高齢者詐欺被害の高度

化による被害予防に取り組む必要がある。

◇地域の防犯カメラ設置個所を拡大する。

・行政自体が防災・減災への取組は計画されて

いるが、いざ災害が起こった場合に住民が主

体的に避難行動を行えるように新たな「自主

防災組織」の結成により地域防災力を高め

る。

・雨水排水路の能力向上及び浸水地域の地上

げ、適切な浚渫など、住民の不安の声に対応

する。

・高齢者のテレホン詐欺、デジタル詐欺対策の

ため、身近な地域と警察との連携による防犯

意識を図る。

・犯罪抑止効果と、犯罪発生後の犯罪者特定へ

の効果を狙い防犯カメラ設置箇所を拡げる。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇国土強靭化計画

◇地域防災計画

◇消防団地域別人数

めざす

まちの

方向性
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第３章 １節 学校教育

子どもたちに魅力のあるブランド「学研都市科学のまち」を

めざす

１．提言

提言事項 解説

【施設（ハード、ソフト面）】

◇インクルーシブ教育（すべての子どもを受け

入れる教育）を充実させる。

◇防災食育センターに食の大切さを学べる機能

整備。

◇体育館は避難所施設として、全世代、要配慮

者に対応できる機能の整備。

【ＡＩ、ＩＣＴを活用した環境整備】

◇ＩＣＴ機器を使いこなせる技術の向上に、専

門相談体制の整備。

◇情報バリアフリーをすすめる。

○誰もが平等に学べる体制整備。

○使いやすい、わかりやすい教材の工夫。

【人材育成、確保】

◇発達段階に応じた教育を充実させるため、教

職員の資質向上のための計画的研修。

【地域との関係】

◇地域から学ぶ教育の充実。

◇民間・企業との連携でＫＩＣＫなどの施設を

活用し、子どもたちに魅力のあるブランド

「学研都市科学のまち」をめざす。

・多様性の観点からも、充実させる。

・食育の充実は大切である。自立的で社会を支

える人材育成となる。

・特に体育館のメンテナンス・改修時には、教

育的観点のみならず、防災や福祉部門との協

議が求められる。

・子どもたちが主体的に学ぶためのデジタルリ

テラシーの向上は必須であり、そのための専

門的相談体制は不可欠である。

・視覚や聴覚の障害による情報不足、また保護

者の経済力による情報格差などを生まず、同

一かつ個々の特性に応じた学ぶ環境整備が必

要である。教材の研究開発も並行して求めら

れる。

・教職員や関係者が、適切な資質を向上させる

ためのフォローが必要である。

・地域ぐるみで子どもたちを育む取組を充実さ

せる。

・スクールガード・リーダーなどの育成で地域

力の強化が求められる。

・教職員が地域に積極的にかかわる取組の充実

が必要である。

・学研都市の特性を生かした、横断的な教育プ

ログラムを開発し、科学への興味関心を育む

必要がある。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇文部科学省『学校安全の推進について』「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」（スクールガ

ード・リーダー）

めざす

まちの

方向性

第２章 ５節 防災・交通安全

防災・減災を推進し災害に強く、交通安全・防犯対策が充実

した安心・安全なまち

１．提言

提言事項 解説

【地域防災・消防】

◇各地区のコミュニティー（自治会、自主防災

組織、隣組他）が、いざという時にしっかり

機能する実効性のある防災意識を高める。

【浸水対策】

◇雨水排水路の能力向上及び浸水地域の地上げ

など対策が必要。

【交通安全・防犯】

◇犯罪対策面において、高齢者詐欺被害の高度

化による被害予防に取り組む必要がある。

◇地域の防犯カメラ設置個所を拡大する。

・行政自体が防災・減災への取組は計画されて

いるが、いざ災害が起こった場合に住民が主

体的に避難行動を行えるように新たな「自主

防災組織」の結成により地域防災力を高め

る。

・雨水排水路の能力向上及び浸水地域の地上

げ、適切な浚渫など、住民の不安の声に対応

する。

・高齢者のテレホン詐欺、デジタル詐欺対策の

ため、身近な地域と警察との連携による防犯

意識を図る。

・犯罪抑止効果と、犯罪発生後の犯罪者特定へ

の効果を狙い防犯カメラ設置箇所を拡げる。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇国土強靭化計画

◇地域防災計画

◇消防団地域別人数

めざす

まちの

方向性
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第３章 ２節 生涯学習

魅力あふれる文化の創造と継承で、豊かな人生と活気あるま

ち

１．提言

提言事項 解説

【歴史】

◇デジタルミュージアムｗｅｂサイトを３Ｄ対

応で体験工夫。

◇サブカルチャーとのコラボで町の歴史をマン

ガ化や動画配信

◇空き家・古民家を活用した資料館施設の整備

【文化活動】

◇文化協会に加入しているに関わらず、だれで

も利用できる環境整備。

◇子どもたちに、昔の文化伝統の継承活動でき

る人材育成。

【スポーツ活動】

◇指導者、専門性の人材育成。

◇健康寿命の観点で、分野を横断的に全世代で

身近に親しむことができる施策と情報発信の

充実。

【将来的に新たに必要な施設や改善点】

◇若い世代が参加しやすいスポーツ種目（フッ

トサル、クライミング、スケボー、３×３バ

スケなど）が利用できる施設整備。

・町の歴史を学ぶ教材として、ＩＴ技術やマン

ガなどの手法を導入する。

・実物や模型を見ることは、よりイメージ化す

るためにも必要である。新規建設が困難であ

れば、既存建築物を活用する。特に、民俗資

料に関しては、家屋ごとの展示が望ましい。

・協会加盟に関わらず、広く文化活動を支援す

る方向に切り替える。

・「語り部」的な人材育成は急務である。

・個々のスポーツ要望に応じた指導ができる人

材が必要である。

・健康づくりを主眼とした施策展開が求められ

ている。

・若年層も興味を持つ種目も練習できる環境づ

くり。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇デジタルミュージアムプロジェクト

「日本バーチャルリアリティ学会誌第 巻 号 年 月

特集文化施設におけるＶＲ～望まれるもの、課題と展望

デジタルミュージアムプロジェクト（ ）

博物館、美術館から見たデジタルミュージアム

東京国立博物館田良島哲（たらしまさとし）

（デジタルミュージアムｗｅｂサイト）

めざす

まちの

方向性
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第３章 ３節 人権尊重と男女共同参画（人権・男女共同参画）

人権が守られ、互いの個性や多様性を認め合い、自分らしく

生きられるまち

１．提言

提言事項 解説

【人権を尊重されるまち】

◇性別役割分担や男女らしさの差異の認識を粘

り強く、継続的に啓発する。

◇互いの個性や多様性を受け入れる、町が先行

的にパートナシップを認める寛容なまちづく

り。

【ジェンダー平等の社会とは（共同参画）】

◇男女という二元論の枠組みに当てはまらない

人もいることを踏まえて、多様なジェンダ

ー・セクシャリティーの視点で、男女共同参

画を進める必要がある。

【推進するための対応策】

◇審議会や施策の決定段階においては、女性の

視点を取り入れる。

◇学び機会の充実。（すべての町民、教育に人権

問題や多様なジェンダー平等観・セクシャリ

ティーを学ぶ機会を設定）

◇人権センターの統合。（全町民が利用しやすい

施設に）

◇指標の設定＝多様性のある生き方を認められ

る、考え方、意識の向上を示す数値が必要。

・まだまだ性別役割分担の意識が根強く、女性

と男性が平等に扱われているとは言えない現

状がある。

・ＬＧＢＴフレンドリーシップ制度の導入など

多様性を容認する制度改善が必要である。

・同上

・まだまだ男性が占めている。あて職など構成

員比率の改善が困難なら、委員外ヒアリング

などを制度化する。

・学ぶ場を多様に設定することから始まる。

・人権センターの機能をオープン化する。

・施策達成度を客観的に評価する必要がある。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

めざす

まちの

方向性

第３章 ２節 生涯学習

魅力あふれる文化の創造と継承で、豊かな人生と活気あるま

ち

１．提言

提言事項 解説

【歴史】

◇デジタルミュージアムｗｅｂサイトを３Ｄ対

応で体験工夫。

◇サブカルチャーとのコラボで町の歴史をマン

ガ化や動画配信

◇空き家・古民家を活用した資料館施設の整備

【文化活動】

◇文化協会に加入しているに関わらず、だれで

も利用できる環境整備。

◇子どもたちに、昔の文化伝統の継承活動でき

る人材育成。

【スポーツ活動】

◇指導者、専門性の人材育成。

◇健康寿命の観点で、分野を横断的に全世代で

身近に親しむことができる施策と情報発信の

充実。

【将来的に新たに必要な施設や改善点】

◇若い世代が参加しやすいスポーツ種目（フッ

トサル、クライミング、スケボー、３×３バ

スケなど）が利用できる施設整備。

・町の歴史を学ぶ教材として、ＩＴ技術やマン

ガなどの手法を導入する。

・実物や模型を見ることは、よりイメージ化す

るためにも必要である。新規建設が困難であ

れば、既存建築物を活用する。特に、民俗資

料に関しては、家屋ごとの展示が望ましい。

・協会加盟に関わらず、広く文化活動を支援す

る方向に切り替える。

・「語り部」的な人材育成は急務である。

・個々のスポーツ要望に応じた指導ができる人

材が必要である。

・健康づくりを主眼とした施策展開が求められ

ている。

・若年層も興味を持つ種目も練習できる環境づ

くり。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇デジタルミュージアムプロジェクト

「日本バーチャルリアリティ学会誌第 巻 号 年 月

特集文化施設におけるＶＲ～望まれるもの、課題と展望

デジタルミュージアムプロジェクト（ ）

博物館、美術館から見たデジタルミュージアム

東京国立博物館田良島哲（たらしまさとし）

（デジタルミュージアムｗｅｂサイト）

めざす

まちの

方向性

361



第３章 ３節 人権尊重と男女共同参画（国際交流・平和）

学研都市としてのメリットを生かし、国際交流を積極的に推

進する

１．提言

提言事項 解説

【国際交流・平和】

◇姉妹都市交流事業については見直しが必要。

◇住民参加を活発化させるため国際交流活動の

広報と場所の提供。

◇グローバル化に伴う国際交流の促進のための

多国言語の情報発信が必要。

◇非核平和都市宣言をしているまちとして、よ

り積極的な平和への取組の推進。

◇狛田東・西地区の煤谷川流域管理道路を「戦

争遺跡ロード」として活用する。

・姉妹都市交流が滞っている。オンラインなど

での交流など方法の見直しや工夫を検討すべ

きである。困難であれば、姉妹都市交流事業

の中止も視野に入れる。

・国際交流については民間団体が主であり、行

政の積極的な関与が必要である。

・ホームページ等を含め、多国言語の看板、案

内板などの設置は災害時などの緊急時対応策

にもなる。

・平和祭典の参加数も伸び悩んでいる。子ども

たちを含め啓発活動を積極的に推進するこ

と。

・鉄道の跡地が残り、当時の戦争に想いを巡ら

し、平和を誓う場として活用する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

めざす

まちの

方向性
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第３章 ４節 環境共生

自然と調和した、環境にやさしいまち

〇将来の世代が安心して暮らせるために、２０～３０年後に

向けたカーボンニュートラル、脱炭素化に向けたまちづく

り

１．提言

提言事項 解説

【自然環境を保全するために】

◇町の明確なビジョン（例えば、マスタープラ

ンの農ゾーンの見直し）を示す必要がある。

【まちの美化】

◇街路樹、緑地帯の適正な整備計画

◇住民への動物飼育の適正管理の指導や啓発。

【住環境、景観保全】

◇空き家、空き地の適正管理の体制整備。

◇「精華大通りのメタセコイヤ並木」を府と連

携した維持管理の取組が必要。

【省エネ、再生エネルギーの適正な導入】

◇再生可能エネルギーの活用など地域内発電を

促進し、エネルギー循環の仕組みを構築す

る。

◇促進するための具体的な目標設定をする。

【ごみ削減・資源化】

◇３Ｒの取組（ゴミ分別）を家庭、事業所、企

業への指導や啓発を進める。

【食品ロス】

◇食品ロスの削減に向けての啓発と住民意識の

向上をすすめる。

・休耕田や荒れ地など増加傾向にあり、自然環

境保全に農地を維持するための具体的計画が

必要である。

・樹木の特徴を把握し、管理しやすい整備計画

が必要である。

・隣地などに悪影響を与えており、条例整備の

必要性も求められる。

・インスタ映えする町のシンボル景観として活

用する。

・促進する条例や基金・補助制度などを整備す

る。そのためにも、公共施設や企業、事業所

は、率先すべきである。

・具体的な目標設定が必要。

・積極的な啓発活動と現場などでの具体的な指

導が必要である。

・継続的な啓発による住民意識の向上は欠かせ

ない。利活用は、福祉部門と連携したフード

ドライブやフードバンクの（常設）設置が求

められる。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇神戸市すまいと町の安心支援センターすまいるネット

「お持ちの空き家、空き地相談」（空き家、空き地）

めざす

まちの

方向性

第３章 ３節 人権尊重と男女共同参画（国際交流・平和）

学研都市としてのメリットを生かし、国際交流を積極的に推

進する

１．提言

提言事項 解説

【国際交流・平和】

◇姉妹都市交流事業については見直しが必要。

◇住民参加を活発化させるため国際交流活動の

広報と場所の提供。

◇グローバル化に伴う国際交流の促進のための

多国言語の情報発信が必要。

◇非核平和都市宣言をしているまちとして、よ

り積極的な平和への取組の推進。

◇狛田東・西地区の煤谷川流域管理道路を「戦

争遺跡ロード」として活用する。

・姉妹都市交流が滞っている。オンラインなど

での交流など方法の見直しや工夫を検討すべ

きである。困難であれば、姉妹都市交流事業

の中止も視野に入れる。

・国際交流については民間団体が主であり、行

政の積極的な関与が必要である。

・ホームページ等を含め、多国言語の看板、案

内板などの設置は災害時などの緊急時対応策

にもなる。

・平和祭典の参加数も伸び悩んでいる。子ども

たちを含め啓発活動を積極的に推進するこ

と。

・鉄道の跡地が残り、当時の戦争に想いを巡ら

し、平和を誓う場として活用する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

めざす

まちの

方向性
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第３章 ５節 情報化（地域情報化）

ＡＩなどの情報通信技術を積極的に利用し、住民への利便性

を図る

１．提言

提言事項 解説

【地域情報化】

◇ＡＩなど最先端技術を利用したデジタル化を

推進する。

◇自治会など関係団体や住民が情報を入手する

手段を冊子だけではなくＨＰ、携帯などのデ

ジタル情報機器からの充実を推進。

◇セキュリティー対策の強化。

・急速に進展する情報社会に対応する。

デジタル化の推進。自治体ＤＸ、スーパーシテ

ィー構想など。

・デジタル機器に不慣れな方への適切な支援を

充実させ情報化を推進する。

・個人のプライバシー対策の強化。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

めざす

まちの

方向性
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第３章 ５節 情報化（図書館）

情報発信の拠点として、誰もが親しめる図書館機能の充実

○ 地域の情報やコミュニティーの拠点として機能できるよう、また誰

でも対応するよう図書館サービスの充実を図る

○ 子どもの読書活動の推進することで、子どもたちの創造力や豊かな

心の育成につながる

１．提言

提言事項 解説

【住民の求める図書館機能】

◇いつでも、どこでも、誰でも、どんな資料で

も、迅速に提供できる図書館を実現する。

◇自主学習できるコーナを設置する。

◇デジタル図書の充実やカフェができるなど魅

力ある図書館をめざす。

・住民の多様な知的欲求に応えられる資料の整

備、他館との連携、郷土情報の積極的な収

集、専門性を生かしたレファレンスサービス

の提供が求められる。

・現実には、図書館前ロビーで「自習」してい

る生徒が散見される。経済事情を含む家庭環

境による学ぶ場の格差を解消するためには必

要である。

・進化する技術革新も積極的に導入するととも

に、憩いの場としての機能も付加する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

◇岩手県柴波町図書館「地域の人財データバンク」「町の情報発信基地」

めざす

まちの

方向性

第３章 ５節 情報化（地域情報化）

ＡＩなどの情報通信技術を積極的に利用し、住民への利便性

を図る

１．提言

提言事項 解説

【地域情報化】

◇ＡＩなど最先端技術を利用したデジタル化を

推進する。

◇自治会など関係団体や住民が情報を入手する

手段を冊子だけではなくＨＰ、携帯などのデ

ジタル情報機器からの充実を推進。

◇セキュリティー対策の強化。

・急速に進展する情報社会に対応する。

デジタル化の推進。自治体ＤＸ、スーパーシテ

ィー構想など。

・デジタル機器に不慣れな方への適切な支援を

充実させ情報化を推進する。

・個人のプライバシー対策の強化。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

めざす

まちの

方向性
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第４章 １節 住民協働

住民と行政が地域の身近な課題に対する認識を共有し、住民

と行政が協働で課題解決をめざす

１．提言

提言事項 解説

【交流連携】

◇小学校区単位のコミュニティーを構築し、身

近な地域的課題解決を、住民と行政の協働で

図る。

◇校区の自治会、ＰＴＡ、子ども会、老人会、

子育てサークルなど、多様な活動団体と連携

し協働する。

【公共的活動支援】

◇地域住民と公共的な活動を行っているＮＰＯ

や諸団体等の協力もと地域の課題解決に取り

組める支援体制を構築する。

・第５次総計でも言われていたが、進んでいな

い。さらに、この先１０年の課題とする。

・住民主体の多様な活動を支援するために、活

動拠点を設け、各種団体の活動面、人材の掘

り起こしと育成、啓発活動など住民協働の支

援のあり方等と幅広い施策を講じなければな

らない。

・公共的活動団体の中には、総合計画策定時の

「隣人まつり」参加を契機に立ち上げた団体

もある。第６次総合計画策定時の「まちカフ

ェ」の参加者や各団体からの機運と行政支援

に期待する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇南足柄市「市民活動ガイドブック」やコミュニティーセンターの活動、市民活動の各種支援等に

よる住民協働

◇明石市の自治会・町内会加入促進マニュアル

◇黒部市「協働のまちづくり」

めざす

まちの

方向性
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第４章 ２節 行財政運営（行政運営・広域連携）

◇けいはんな学研都市の中枢として「人・自然・科学」の調和のとれた

持続可能なまちづくりができる行財政運営をめざす

◇住民のより良い暮らしを実現していくために、他自治体と協力しての

広域連携を充実していく

１．提言

提言事項 解説
【行政経営】

◇持続可能で適切な行財政運営による行政サー

ビスの工夫と向上を図る。

◇町税等の収納率の向上を多様な手段で工夫し

推進する。

◇公営企業を含めての健全な入札制度の実施と

コンプライアンスの遵守を進める。

【広域連携】

◇相楽広域連携の精査、優先順位、費用対効果

等の検証をする。

○相楽郡広域事務組合の所管事項について、休

日診療所、消費者センター、聴言センター

は継続する。

・数目標の財政力指数は平成２９年、平成３０

年はクリアしたが令和に入って未達成。令和

２年度０．７４９で期末目標値０．９００は

難しいが、引き続き０．９００若しくはそれ

以上をめざし、自立可能なまちをめざしてい

く必要がある。

・住民目線での納税等の対応・手段（電子決済

等）や窓口・相談対応（人とデジタル・最新

技術）など工夫する。

・入札制度改善は進められているが、継続的な

検証と残された課題解決が必要。

・相楽会館内にある現機能は重要な役割を果た

してきた。住民生活に密着したものであり、

残していく。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇令和元年総務省類似団体比較カードから

○人口千人当たり職員数本町 人類似団体 人

○財政力指数本町 類似団体

○経常収支比率本町 ％類似団体 ％

○実質公債費比率本町 ％類似団体 ％

○人口一人当たり

積立金本町 円類似団体 円

財政調整基金本町 円類似団体 円

地方債現在高本町 円類似団体 円

◇総務省 年頃までに想定される各行政分野の課題等について

◇総務省未来をつかむＴＥＣＨ戦略

◇本町まちの家計簿まちの羅針盤

◇枚方市ＨＰの「コミュニティー」

めざす

まちの

方向性

第４章 １節 住民協働

住民と行政が地域の身近な課題に対する認識を共有し、住民

と行政が協働で課題解決をめざす

１．提言

提言事項 解説

【交流連携】

◇小学校区単位のコミュニティーを構築し、身

近な地域的課題解決を、住民と行政の協働で

図る。

◇校区の自治会、ＰＴＡ、子ども会、老人会、

子育てサークルなど、多様な活動団体と連携

し協働する。

【公共的活動支援】

◇地域住民と公共的な活動を行っているＮＰＯ

や諸団体等の協力もと地域の課題解決に取り

組める支援体制を構築する。

・第５次総計でも言われていたが、進んでいな

い。さらに、この先１０年の課題とする。

・住民主体の多様な活動を支援するために、活

動拠点を設け、各種団体の活動面、人材の掘

り起こしと育成、啓発活動など住民協働の支

援のあり方等と幅広い施策を講じなければな

らない。

・公共的活動団体の中には、総合計画策定時の

「隣人まつり」参加を契機に立ち上げた団体

もある。第６次総合計画策定時の「まちカフ

ェ」の参加者や各団体からの機運と行政支援

に期待する。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇南足柄市「市民活動ガイドブック」やコミュニティーセンターの活動、市民活動の各種支援等に

よる住民協働

◇明石市の自治会・町内会加入促進マニュアル

◇黒部市「協働のまちづくり」

めざす

まちの

方向性
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第４章 ２節 行財政運営（窓口サービス）

複雑・多様化する住民ニーズを踏まえた質の高い行政サービ

スを提供するまち

１．提言

提言事項 解説

【税徴収効率化、納税環境の工夫】

◇徴税時には、住民に寄り添い関係課との連携

した相談体制の強化を図る。

◇時代のニーズに合った、ＩＣＴを活用した納

税方法を拡大する。

【住民の満足度の高い窓口サービスとは】

◇来庁者が多い２階フロアーを、明るく相談し

やすい雰囲気で動線をわかりやすくする。

◇デジタル行政運営を進める視点は、住民にと

っての利便性向上を優先させる。

◇情報のセキュリティーを確保するとともに、

住民が平等に情報提供を受けられる仕組みを

構築する。

◇庁舎の長寿命化を進める。

・課税は、原則昨年実績によるものであり、収

入や事情の急変などもある。徴税時は、住民

に寄り添い、関係課との連携した相談体制の

強化を図る。

・貴重な自主財源となる適正な税の徴収率の向

上や住民の利便性も含め、多様な納税方法の

選択肢が必要である。

・来庁者が、目的を迅速に達成できるととも

に、相談しやすい環境を整備する。

・住民が足を運ばなくても申請手続きができ

る、「書かない窓口」などを具体化する。

・ＩＣＴを利用できない人への配慮も必要。

・個人情報の漏洩や情報管理を徹底すること

と、住民の知る権利を保障する必要がある。

・上記の諸目的を達成するためにも、施設改良

など適切な維持管理を充実させる必要があ

る。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

めざす

まちの

方向性
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特特別別委委員員会会のの活活動動時時間間

年年 月月 日日 会会議議のの種種類類 会会議議概概要要
開開始始

時時間間

終終了了

時時間間

所所要要

時時間間

全体委員会
第 回委員会計画策定の進捗状

況今後の進め方（小委員会方式）

第 小委員会 進め方 ・ チーム分け

第 小委員会
次総の総括作業の方法確認各

委員作業の確認

全体委員会

研修会同志社大学野田遊教授

「自治体総合計画のしくみと意

義」

第 小委員会 総括案の協議

第 小委員会 ・ チームからの報告と協議

第 小委員会 チームからの報告と協議

第 小委員会
評価・課題・先進事例の提案など

論点整理の協議

全体委員会
第 回委員会 次総の総括報告

アンケート報告

正副委員長会議

進め方の確認総括は客観的視点

での作業正副委員長任せにしな

い

第 小委員会
小委員長からの提起チームごと

に提言作業予定の協議

第 小委員会
月の正副委員長会議の報告と

協議

チーム会議 提言協議

チーム会議 提言協議

第 小委員会
節ごとの自由討議ワークショッ

プ方式その

チーム会議 提言協議

チーム会議 提言協議

チーム会議 提言協議

チーム会議 提言協議

チーム会議 提言協議

チーム会議 提言協議

第 小委員会
節ごとの自由討議ワークショッ

プ方式その

第４章 ２節 行財政運営（窓口サービス）

複雑・多様化する住民ニーズを踏まえた質の高い行政サービ

スを提供するまち

１．提言

提言事項 解説

【税徴収効率化、納税環境の工夫】

◇徴税時には、住民に寄り添い関係課との連携

した相談体制の強化を図る。

◇時代のニーズに合った、ＩＣＴを活用した納

税方法を拡大する。

【住民の満足度の高い窓口サービスとは】

◇来庁者が多い２階フロアーを、明るく相談し

やすい雰囲気で動線をわかりやすくする。

◇デジタル行政運営を進める視点は、住民にと

っての利便性向上を優先させる。

◇情報のセキュリティーを確保するとともに、

住民が平等に情報提供を受けられる仕組みを

構築する。

◇庁舎の長寿命化を進める。

・課税は、原則昨年実績によるものであり、収

入や事情の急変などもある。徴税時は、住民

に寄り添い、関係課との連携した相談体制の

強化を図る。

・貴重な自主財源となる適正な税の徴収率の向

上や住民の利便性も含め、多様な納税方法の

選択肢が必要である。

・来庁者が、目的を迅速に達成できるととも

に、相談しやすい環境を整備する。

・住民が足を運ばなくても申請手続きができ

る、「書かない窓口」などを具体化する。

・ＩＣＴを利用できない人への配慮も必要。

・個人情報の漏洩や情報管理を徹底すること

と、住民の知る権利を保障する必要がある。

・上記の諸目的を達成するためにも、施設改良

など適切な維持管理を充実させる必要があ

る。

２．主な取組・提言の根拠・参考資料等

◇次期総合計画に向けたアンケート調査報告書

◇人口推計調査結果報告書

◇町民参画のせいかカフェ・ラボまちづくりの提言書

めざす

まちの

方向性
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年年 月月 日日 会会議議のの種種類類 会会議議概概要要
開開始始

時時間間

終終了了

時時間間

所所要要

時時間間

第 小委員会
節ごとの自由討議ワークショッ

プ方式その

チーム会議 提言協議

第 小委員会
・ チームからの報告相互への

意見集約予定の協議

第 小委員会
節ごとの自由討議ワークショッ

プ方式その

チーム会議 提言協議

全体委員会
第 回委員会進捗状況の報告人

口推計報告小委員会総括の共有

正副委員長会議 中間提言にむけての協議

第 小委員会
第 小委員会総括への意見まと

め

第 小委員会
第 小委員会総括への意見まと

め

正副委員長会議
中間提言のまとめ方最終提言を

「節」ごとにすることを確認

第 小委員会 中間提言の議論

第 小委員会 中間提言の議論

全体委員会

第 回委員会進捗状況の報告基

本構想たたき台中間提言とりま

とめ

全体委員会
第 回委員会中間提言への対応

報告基本構想素案予定の確認

第 小委員会
最終提言に向けてのまとめ協議

その

第 小委員会
最終提言に向けてのまとめ協議

その

第 小委員会 最終提言に向けてのまとめ協議

全体委員会
第 回委員会基本構想素案・基

本計画イメージ報告

全体委員会
第 回委員会最終提言のとりま

とめ

合合計計

注釈： ・ チームとは、第 小委員会内のチーム

所要時間は、午前・午後にわたる場合は、昼休憩 分を除いている。
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特特 別別 委委 員員 会会 名名 簿簿
令和３年９月１日

総総合合計計画画特特別別委委員員会会

委員長 岡本篤 委員 森田喜久

副委員長 佐々木雅彦 〃 山本清悟

委員 大野翠 〃 内海富久子

〃 竹川増晴 〃 塩井幹雄

〃 岡田三郎 〃 松田孝枝

〃 奥野弘佳 〃 坪井久行

〃 山下芳一

〃 村田周子

〃 青木敏

〃 植山米一

〃 森元茂

年年 月月 日日 会会議議のの種種類類 会会議議概概要要
開開始始

時時間間

終終了了

時時間間

所所要要

時時間間

第 小委員会
節ごとの自由討議ワークショッ

プ方式その

チーム会議 提言協議

第 小委員会
・ チームからの報告相互への

意見集約予定の協議

第 小委員会
節ごとの自由討議ワークショッ

プ方式その

チーム会議 提言協議

全体委員会
第 回委員会進捗状況の報告人

口推計報告小委員会総括の共有

正副委員長会議 中間提言にむけての協議

第 小委員会
第 小委員会総括への意見まと

め

第 小委員会
第 小委員会総括への意見まと

め

正副委員長会議
中間提言のまとめ方最終提言を

「節」ごとにすることを確認

第 小委員会 中間提言の議論

第 小委員会 中間提言の議論

全体委員会

第 回委員会進捗状況の報告基

本構想たたき台中間提言とりま

とめ

全体委員会
第 回委員会中間提言への対応

報告基本構想素案予定の確認

第 小委員会
最終提言に向けてのまとめ協議

その

第 小委員会
最終提言に向けてのまとめ協議

その

第 小委員会 最終提言に向けてのまとめ協議

全体委員会
第 回委員会基本構想素案・基

本計画イメージ報告

全体委員会
第 回委員会最終提言のとりま

とめ

合合計計

注釈： ・ チームとは、第 小委員会内のチーム

所要時間は、午前・午後にわたる場合は、昼休憩 分を除いている。
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